
領収時の留意事項

●１円未満の端数は切り上げます。

例１：購入費用が２２，２２２円の場合
         被保険者負担額　＝　２２，２２２円　×　１／１０　
　　　　　　　　         ＝　２，２２２.２円
                                 ≒　２，２２３円（１円未満の端数切り上げ）

●福祉用具購入により、被保険者が支払った福祉用具購入費用の額が支給限度基準額
（年間１０万円）を上回る場合は、支給限度基準額内の購入費用の額に１０分の１を乗じた
額に、支給限度基準額を超える購入費用の額を加えた額を被保険者から受領します。

例２：被保険者が１２０，０００円の福祉用具購入を行った場合
   （支給限度基準額内の購入費用の額）　＝　１００，０００円
   （支給限度基準額を超える購入費用の額）　＝　１２０，０００円　－　１００，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＝　２０，０００円
          被保険者負担額　＝　１００，０００円　×　１／１０　＋　２０，０００円
　　　　　　　          　＝　１０，０００円　＋　２０，０００円
　　　　　　　　          ＝　３０，０００円

例３：既に年度内に５０，０００円分の福祉用具購入を行っている被保険者が６５，０００円の
福祉用具購入を行った場合
　支給限度基準額を超える購入費用の額は、福祉用具購入費の支給対象とはなりません。
このような場合、介護保険対象額の１割分（５，０００円）と支給限度基準額を超える購入
費用額（１５，０００円）を被保険者から受け取ることになるので、領収証にはその合計金額
である２０，０００円を記載してください。

   （支給限度基準額内の購入費用の額）　＝　１００，０００円　－　５０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＝　５０，０００円
   （支給限度基準額を超える購入費用の額）　＝　６５，０００円　－　５０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　＝    １５，０００円
      被保険者負担額　＝　５０，０００円　×　１／１０　＋　１５，０００円
      　　　　　　　　＝　５，０００円　＋　１５，０００円
      　　　　　　　　＝　２０，０００円
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前記例１による領収証の記載例

領　　収　　証

令和○○年○月○○日
津市　太郎　様

但し、ステンレス製浴槽台Ｒあしぴたミニすべり止めシートタイプ１５－２０
（購入金額２２，２２２円）の利用者負担額として、上記正に領収しました。

前記例２による領収証の記載例

領　　収　　証

令和○○年○月○○日
津市　太郎　様

但し、家具調トイレセレクトＲひじかけはね上げタイプワイド幅標準便座
（購入金額８５，０００円）及び、シャワーチェアＡｉｒワイドＳＰワンタッチ
（購入金額３５，０００）の利用者負担額（内訳：介護保険対象額１０，０００円
・対象外経費２０，０００円）として、上記正に領収しました。

前記例３による領収証の記載例

領　　収　　証

令和○○年○月○○日
津市　太郎　様

但し、家具調トイレセレクトＲひじかけノーマルタイプ標準幅ソフト便座
（購入金額６５，０００円）（内訳：介護保険対象額５，０００円
・対象外経費１５，０００円）として、上記正に領収しました。

金　額

金　額

金　額 　￥　　２，２２３－

　￥　　３０，０００－

　￥　　２０，０００－

②被保険者氏名(フルネーム)

①領収年月日

④領収額（被保険者負担額）

③購入費用の額(10割分の金額)

④「の利用者負担額として」の記載必須

なぜ2,223円の領収額となるのかの理由として必須

①商品ごとに購入費用の額

(10割分の金額)

②内訳の記載必須。

なぜ30,000の領収額になるのか

の理由として必須

①内訳の記載必須。

なぜ20,000の領収額になるのか

の理由として必須
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